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○
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
十
一
号

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
四
十
三
条
の

三
の
十
二
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
に
使
用
す
る
燃
料
体
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規

則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
八
日

原
子
力
規
制
委
員
会
委
員
長

田
中

俊
一

研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
に
使
用
す
る
燃
料
体
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則

（
適
用
範
囲
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
に
使
用
す
る
燃
料
体
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
に
お
い

て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

２

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

「
燃
料
材
」
と
は
、
熱
を
発
生
さ
せ
る
た
め
に
成
形
さ
れ
た
核
燃
料
物
質
を
い
う
。
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二

「
燃
料
被
覆
材
」
と
は
、
原
子
核
分
裂
生
成
物
の
飛
散
を
防
ぎ
、
か
つ
、
冷
却
材
に
よ
る
侵
食
を
防
ぐ
た
め
に
燃
料
材

を
覆
う
金
属
管
を
い
う
。

三

「
端
栓
」
と
は
、
燃
料
被
覆
材
の
両
端
を
密
封
す
る
た
め
に
成
形
さ
れ
た
金
属
部
品
を
い
う
。

四

「
燃
料
要
素
」
と
は
、
燃
料
材
、
燃
料
被
覆
材
及
び
端
栓
か
ら
な
る
炉
心
の
構
成
要
素
で
あ
っ
て
、
構
造
上
独
立
の
最

小
単
位
で
あ
る
も
の
を
い
う
。

（
特
殊
な
加
工
に
よ
る
発
電
用
原
子
炉
に
使
用
す
る
燃
料
体
）

第
三
条

特
別
の
理
由
に
よ
り
原
子
力
規
制
委
員
会
の
認
可
を
受
け
た
場
合
は
、
こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
ら
な
い
で
燃
料
体
の

加
工
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
理
由
及
び
燃
料
体
の
加
工
の
方
法
に
つ
い
て
記
載
し
た
申
請
書
に
関
係
図

面
を
添
付
し
て
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
二
酸
化
ウ
ラ
ン
燃
料
材
）

第
四
条

二
酸
化
ウ
ラ
ン
燃
料
材
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

高
速
増
殖
炉
以
外
の
発
電
用
原
子
炉
に
用
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
元
素
を
含
有
す
る
場
合
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に
お
け
る
当
該
元
素
の
含
有
量
の
ウ
ラ
ン
の
含
有
量
に
対
す
る
百
分
率
の
値
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
で

あ
る
こ
と
。

炭
素

〇
・
〇
一
〇
以
下

ふ
っ
素

〇
・
〇
〇
一
五
以
下

水
素

〇
・
〇
〇
〇
二
以
下

窒
素

〇
・
〇
〇
七
五
以
下

二

高
速
増
殖
炉
に
用
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
燃
料
材
に
含
ま
れ
る
不
純
物
の
含
有
量
の
全
重
量
に
対
す
る
百
分
率

の
値
は
、
実
用
上
差
し
支
え
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

ウ
ラ
ン
二
三
五
の
含
有
量
の
ウ
ラ
ン
の
含
有
量
に
対
す
る
百
分
率
の
値
の
偏
差
は
、
著
し
く
大
き
く
な
い
こ
と
。

四

ペ
レ
ッ
ト
型
燃
料
材
に
あ
っ
て
は
、
ペ
レ
ッ
ト
が
次
に
適
合
す
る
こ
と
。

イ

各
部
分
の
寸
法
の
偏
差
は
、
著
し
く
大
き
く
な
い
こ
と
。
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ロ

密
度
の
偏
差
は
、
著
し
く
大
き
く
な
い
こ
と
。

ハ

表
面
に
割
れ
、
傷
等
で
有
害
な
も
の
が
な
い
こ
と
。

ニ

表
面
に
油
脂
、
酸
化
物
等
で
有
害
な
付
着
物
が
な
い
こ
と
。

五

ガ
ド
リ
ニ
ウ
ム
を
添
加
し
て
い
な
い
も
の
に
あ
っ
て
は
、
次
に
適
合
す
る
こ
と
。

イ

ウ
ラ
ン
の
含
有
量
の
全
重
量
に
対
す
る
百
分
率
の
値
は
、
八
十
七
・
七
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ロ

酸
素
の
原
子
数
の
ウ
ラ
ン
の
原
子
数
に
対
す
る
比
率
の
値
は
、
一
・
九
九
以
上
二
・
〇
二
以
下
で
あ
る
こ
と
。

六

ガ
ド
リ
ニ
ウ
ム
を
添
加
し
た
も
の
に
あ
っ
て
は
、
次
に
適
合
す
る
こ
と
。

イ

ウ
ラ
ン
の
含
有
量
の
全
重
量
に
対
す
る
百
分
率
の
値
は
、
実
用
上
差
し
支
え
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

酸
素
の
原
子
数
の
ウ
ラ
ン
の
原
子
数
に
対
す
る
比
率
の
値
は
、
実
用
上
差
し
支
え
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ

ガ
ド
リ
ニ
ウ
ム
の
含
有
量
の
全
重
量
に
対
す
る
百
分
率
の
値
の
偏
差
は
、
著
し
く
大
き
く
な
い
こ
と
。

ニ

ガ
ド
リ
ニ
ウ
ム
の
均
一
度
は
、
実
用
上
差
し
支
え
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
酸
化
物
燃
料
材
）

第
五
条

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
酸
化
物
燃
料
材
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

各
元
素
の
含
有
量
の
全
重
量
に
対
す
る
百
分
率
の
値
の
偏
差
は
、
著
し
く
大
き
く
な
い
こ
と
。

二

酸
素
の
原
子
数
の
ウ
ラ
ン
及
び
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
原
子
数
の
合
計
に
対
す
る
比
率
の
値
は
、
実
用
上
差
し
支
え
が
な
い

も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

ウ
ラ
ン
二
三
五
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
二
三
九
及
び
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
二
四
一
の
含
有
量
の
合
計
の
ウ
ラ
ン
及
び
プ
ル
ト
ニ
ウ

ム
の
含
有
量
の
合
計
に
対
す
る
百
分
率
の
値
の
偏
差
は
、
著
し
く
大
き
く
な
い
こ
と
。

四

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
均
一
度
は
、
実
用
上
差
し
支
え
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五

ペ
レ
ッ
ト
型
燃
料
材
に
あ
っ
て
は
、
ペ
レ
ッ
ト
が
次
に
適
合
す
る
こ
と
。

イ

各
部
分
の
寸
法
の
偏
差
は
、
著
し
く
大
き
く
な
い
こ
と
。

ロ

密
度
の
偏
差
は
、
著
し
く
大
き
く
な
い
こ
と
。

ハ

表
面
に
割
れ
、
傷
等
で
有
害
な
も
の
が
な
い
こ
と
。

ニ

表
面
に
油
脂
、
酸
化
物
等
で
有
害
な
付
着
物
が
な
い
こ
と
。

（
ジ
ル
コ
ニ
ウ
ム
合
金
燃
料
被
覆
材
）

第
六
条

ジ
ル
コ
ニ
ウ
ム
合
金
燃
料
被
覆
材
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

各
部
分
の
寸
法
の
偏
差
は
、
著
し
く
大
き
く
な
い
こ
と
。

二

被
覆
材
の
軸
は
、
著
し
く
湾
曲
し
て
い
な
い
こ
と
。

三

各
元
素
の
含
有
量
の
全
重
量
に
対
す
る
百
分
率
の
値
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｈ
四
七
五
一
（
一
九
九
八
）
「
ジ
ル
コ
ニ
ウ

ム
合
金
管
」
の
「
四

品
質
」
の
表
二
及
び
表
三
に
規
定
す
る
値
で
あ
る
こ
と
。

四

日
本
工
業
規
格
Ｈ
四
七
五
一
（
一
九
九
八
）
「
ジ
ル
コ
ニ
ウ
ム
合
金
管
」
の
「
附
属
書
三

水
素
化
物
方
位
試
験
方
法

」
又
は
こ
れ
と
同
等
の
方
法
に
よ
っ
て
水
素
化
物
方
位
試
験
を
行
っ
た
と
き
、
水
素
化
物
方
向
性
係
数
が
〇
・
四
五
を
超

え
な
い
こ
と
。

五

日
本
工
業
規
格
Ｈ
四
七
五
一
（
一
九
九
八
）
「
ジ
ル
コ
ニ
ウ
ム
合
金
管
」
の
「
附
属
書
四

超
音
波
探
傷
試
験
方
法
」

又
は
こ
れ
と
同
等
の
方
法
に
よ
っ
て
超
音
波
探
傷
試
験
を
行
っ
た
と
き
、
対
比
試
験
片
の
人
工
傷
か
ら
の
欠
陥
信
号
と
同

等
以
上
の
欠
陥
信
号
が
な
い
こ
と
。

六

表
面
に
割
れ
、
傷
等
で
有
害
な
も
の
が
な
い
こ
と
。

七

表
面
に
油
脂
、
酸
化
物
等
で
有
害
な
付
着
物
が
な
い
こ
と
。

八

表
面
の
粗
さ
の
程
度
は
、
実
用
上
差
し
支
え
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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九

日
本
工
業
規
格
Ｈ
四
七
五
一
（
一
九
九
八
）
「
ジ
ル
コ
ニ
ウ
ム
合
金
管
」
の
「
附
属
書
二

腐
食
試
験
方
法
」
又
は
こ

れ
と
同
等
の
方
法
に
よ
っ
て
腐
食
試
験
を
行
っ
た
と
き
、
表
面
に
著
し
い
白
色
又
は
褐
色
の
酸
化
物
が
付
着
せ
ず
、
か
つ

、
腐
食
質
量
増
加
が
三
日
間
で
二
十
二
ミ
リ
グ
ラ
ム
毎
平
方
デ
シ
メ
ー
ト
ル
以
下
又
は
十
四
日
間
で
三
十
八
ミ
リ
グ
ラ
ム

毎
平
方
デ
シ
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

十

再
結
晶
焼
き
な
ま
し
を
行
っ
た
も
の
に
あ
っ
て
は
、
次
に
適
合
す
る
こ
と
。

イ

日
本
工
業
規
格
Ｈ
四
七
五
一
（
一
九
九
八
）
「
ジ
ル
コ
ニ
ウ
ム
合
金
管
」
の
「
附
属
書
一

結
晶
粒
度
試
験
方
法
」

又
は
こ
れ
と
同
等
の
方
法
に
よ
っ
て
結
晶
粒
度
試
験
を
行
っ
た
と
き
、
結
晶
粒
度
が
結
晶
粒
度
番
号
七
と
同
等
又
は
そ

れ
よ
り
細
か
い
こ
と
。

ロ

日
本
工
業
規
格
Ｚ
二
二
四
一
（
一
九
九
八
）
「
金
属
材
料
引
張
試
験
方
法
」
又
は
こ
れ
と
同
等
の
方
法
に
よ
っ
て
引

張
試
験
を
行
っ
た
と
き
、
引
張
強
さ
、
耐
力
及
び
伸
び
が
日
本
工
業
規
格
Ｈ
四
七
五
一
（
一
九
九
八
）
「
ジ
ル
コ
ニ
ウ

ム
合
金
管
」
の
「
四

品
質
」
の
表
四
に
規
定
す
る
値
で
あ
る
こ
と
。

十
一

応
力
除
去
焼
き
な
ま
し
を
行
っ
た
も
の
に
あ
っ
て
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｚ
二
二
四
一
（
一
九
九
八
）
「
金
属
材
料
引

張
試
験
方
法
」
又
は
こ
れ
と
同
等
の
方
法
に
よ
っ
て
引
張
試
験
を
行
っ
た
と
き
、
引
張
強
さ
、
耐
力
及
び
伸
び
が
必
要
な
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値
で
あ
る
こ
と
。

（
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
燃
料
被
覆
材
）

第
七
条

ス
テ
ン
レ
ス
鋼
燃
料
被
覆
材
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

各
部
分
の
寸
法
の
偏
差
は
、
著
し
く
大
き
く
な
い
こ
と
。

二

被
覆
材
の
軸
は
、
著
し
く
湾
曲
し
て
い
な
い
こ
と
。

三

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
元
素
を
含
有
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
元
素
の
含
有
量
の
全
重
量
に
対
す
る
百
分
率
の
値
は

、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
で
あ
る
こ
と
。

炭
素

〇
・
〇
八
以
下

け
い
素

一
・
〇
〇
以
下

マ
ン
ガ
ン

二
・
〇
〇
以
下

リ
ン

〇
・
〇
四
〇
以
下

硫
黄

〇
・
〇
三
〇
以
下
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ニ
ッ
ケ
ル

一
〇
・
〇
〇
以
上
一
四
・
〇
〇
以
下

ク
ロ
ム

一
六
・
〇
〇
以
上
一
八
・
〇
〇
以
下

モ
リ
ブ
デ
ン

二
・
〇
〇
以
上
三
・
〇
〇
以
下

四

ニ
オ
ブ
、
チ
タ
ン
及
び
ほ
う
素
の
含
有
量
の
全
重
量
に
対
す
る
百
分
率
の
値
は
、
そ
れ
ぞ
れ
実
用
上
差
し
支
え
が
な
い

も
の
で
あ
る
こ
と
。

五

日
本
工
業
規
格
Ｚ
二
三
四
四
（
一
九
九
三
）
「
金
属
材
料
の
パ
ル
ス
反
射
法
に
よ
る
超
音
波
探
傷
試
験
方
法
通
則
」
又

は
こ
れ
と
同
等
の
方
法
に
よ
っ
て
超
音
波
探
傷
試
験
を
行
っ
た
と
き
、
対
比
試
験
片
の
人
工
傷
か
ら
の
欠
陥
信
号
と
同
等

以
上
の
欠
陥
信
号
が
な
い
こ
と
。

六

表
面
に
割
れ
、
傷
等
で
有
害
な
も
の
が
な
い
こ
と
。

七

表
面
に
油
脂
、
酸
化
物
等
で
有
害
な
付
着
物
が
な
い
こ
と
。

八

表
面
の
粗
さ
の
程
度
は
、
実
用
上
差
し
支
え
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

九

結
晶
粒
度
は
、
実
用
上
差
し
支
え
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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十

日
本
工
業
規
格
Ｚ
二
二
四
一
（
一
九
九
八
）
「
金
属
材
料
引
張
試
験
方
法
」
又
は
こ
れ
と
同
等
の
方
法
に
よ
っ
て
引
張

試
験
を
行
っ
た
と
き
、
引
張
強
さ
、
耐
力
及
び
伸
び
が
必
要
な
値
で
あ
る
こ
と
。

（
ジ
ル
コ
ニ
ウ
ム
合
金
端
栓
）

第
八
条

再
結
晶
焼
き
な
ま
し
を
行
っ
た
ジ
ル
コ
ニ
ウ
ム
合
金
端
栓
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｚ
二
二
四
一
（
一
九
九
八
）
「
金
属

材
料
引
張
試
験
方
法
」
又
は
こ
れ
と
同
等
の
方
法
に
よ
っ
て
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
試
験
温
度
に
お
い
て
引

張
試
験
を
行
っ
た
と
き
、
引
張
強
さ
、
耐
力
及
び
伸
び
が
同
欄
に
掲
げ
る
試
験
温
度
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
値
で
あ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

引

張

試

験

温

度

引

張

強

さ

耐

力

伸

び

ニ
ュ
ー
ト
ン
毎
平
方
ミ
リ
メ

ニ
ュ
ー
ト
ン
毎
平
方
ミ
リ
メ

パ
ー
セ
ン
ト

ー
ト
ル

ー
ト
ル
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十
度
以
上

四
百
十
五
以
上

二
百
四
十
以
上

十
四
以
上

三
十
五
度
以
下

三
百
十
六
度

二
百
十
五
以
上

百
五
以
上

二
十
四
以
上

２

応
力
除
去
焼
き
な
ま
し
を
行
っ
た
ジ
ル
コ
ニ
ウ
ム
合
金
端
栓
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｚ
二
二
四
一
（
一
九
九
八
）
「
金
属
材

料
引
張
試
験
方
法
」
又
は
こ
れ
と
同
等
の
方
法
に
よ
っ
て
引
張
試
験
を
行
っ
た
と
き
、
引
張
強
さ
、
耐
力
及
び
伸
び
が
必
要

な
値
で
あ
る
こ
と
。

３

第
六
条
（
第
二
号
、
第
四
号
、
第
五
号
、
第
八
号
、
第
十
号
及
び
第
十
一
号
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
ジ
ル
コ
ニ
ウ
ム
合

金
端
栓
に
準
用
す
る
。
た
だ
し
、
第
六
条
第
三
号
の
日
本
工
業
規
格
Ｈ
四
七
五
一
（
一
九
九
八
）
「
ジ
ル
コ
ニ
ウ
ム
合
金
管

」
の
「
四

品
質
」
の
表
三
に
掲
げ
る
ニ
オ
ブ
及
び
カ
ル
シ
ウ
ム
を
除
く
。

（
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
端
栓
）



- 12 -

第
九
条

第
七
条
（
第
二
号
、
第
五
号
、
第
八
号
及
び
第
九
号
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
端
栓
に
準
用
す
る
。

（
そ
の
他
の
部
品
）

第
十
条

燃
料
材
、
燃
料
被
覆
材
、
端
栓
以
外
の
燃
料
体
の
部
品
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一

各
部
分
の
寸
法
の
偏
差
は
、
著
し
く
大
き
く
な
い
こ
と
。

二

表
面
に
割
れ
、
傷
等
で
有
害
な
も
の
が
な
い
こ
と
。

三

表
面
に
油
脂
、
酸
化
物
等
で
有
害
な
付
着
物
が
な
い
こ
と
。

四

支
持
格
子
、
上
部
支
持
板
、
下
部
支
持
板
、
ワ
イ
ヤ
ス
ペ
ー
サ
、
ラ
ッ
パ
管
、
ハ
ン
ド
リ
ン
グ
ヘ
ッ
ド
及
び
エ
ン
ト
ラ

ン
ス
ノ
ズ
ル
に
あ
っ
て
は
、
次
に
適
合
す
る
こ
と
。

イ

各
元
素
の
含
有
量
の
全
重
量
に
対
す
る
百
分
率
の
値
の
偏
差
は
、
著
し
く
大
き
く
な
い
こ
と
。

ロ

日
本
工
業
規
格
Ｚ
二
二
四
一
（
一
九
九
八
）
「
金
属
材
料
引
張
試
験
方
法
」
又
は
こ
れ
と
同
等
の
方
法
に
よ
っ
て
引

張
試
験
を
行
っ
た
と
き
、
引
張
強
さ
、
耐
力
及
び
伸
び
が
必
要
な
値
で
あ
る
こ
と
。

（
燃
料
要
素
）
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第
十
一
条

燃
料
要
素
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

各
部
分
の
寸
法
の
偏
差
は
、
著
し
く
大
き
く
な
い
こ
と
。

二

燃
料
要
素
の
軸
は
、
著
し
く
湾
曲
し
て
い
な
い
こ
と
。

三

表
面
に
割
れ
、
傷
等
で
有
害
な
も
の
が
な
い
こ
と
。

四

表
面
に
油
脂
、
酸
化
物
等
で
有
害
な
付
着
物
が
な
い
こ
と
。

五

日
本
工
業
規
格
Ｚ
四
五
〇
四
（
一
九
九
三
）
「
放
射
線
表
面
汚
染
の
測
定
方
法
」
に
お
け
る
間
接
測
定
法
又
は
こ
れ
と

同
等
の
方
法
に
よ
っ
て
測
定
し
た
と
き
、
表
面
に
付
着
し
て
い
る
核
燃
料
物
質
の
量
が
〇
・
〇
〇
〇
〇
四
ベ
ク
レ
ル
毎
平

方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
な
い
こ
と
。

六

ヘ
リ
ウ
ム
漏
え
い
試
験
を
行
っ
た
と
き
、
漏
え
い
量
が
一
億
分
の
三
百
四
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
立
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
毎
秒
を

超
え
な
い
こ
と
。

七

溶
接
部
に
ブ
ロ
ー
ホ
ー
ル
、
ア
ン
ダ
ー
カ
ッ
ト
等
で
有
害
な
も
の
が
な
い
こ
と
。

八

部
品
の
欠
如
が
な
い
こ
と
。

（
燃
料
集
合
体
）



- 14 -

第
十
二
条

燃
料
要
素
の
集
合
体
で
あ
る
燃
料
体
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

各
部
分
の
寸
法
の
偏
差
は
、
著
し
く
大
き
く
な
い
こ
と
。

二

表
面
に
割
れ
、
傷
等
で
有
害
な
も
の
が
な
い
こ
と
。

三

表
面
に
油
脂
、
酸
化
物
等
で
有
害
な
付
着
物
が
な
い
こ
と
。

四

部
品
の
欠
如
が
な
い
こ
と
。

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
手
続
）

第
十
三
条

第
三
条
第
二
項
の
申
請
書
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
当
該
申
請
書
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
録

し
た
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
及
び
別
記
様
式
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
提
出
票
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が

で
き
る
。

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
の
構
造
）

第
十
四
条

前
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

日
本
工
業
規
格
Ｘ
六
二
二
一
に
適
合
す
る
九
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ

二

日
本
工
業
規
格
Ｘ
六
二
二
三
に
適
合
す
る
九
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
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（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
の
記
録
方
式
）

第
十
五
条

第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
は
、
次
に
掲
げ
る
方
式
に
従
っ
て
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一

ト
ラ
ッ
ク
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
一
号
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
記
録
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
日

本
工
業
規
格
Ｘ
六
二
二
二
に
、
同
条
第
二
号
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
記
録
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
日
本
工
業
規
格

Ｘ
六
二
二
五
に
規
定
す
る
方
式

二

ボ
リ
ュ
ー
ム
及
び
フ
ァ
イ
ル
構
成
に
つ
い
て
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｘ
〇
六
〇
五
に
規
定
す
る
方
式

三

文
字
の
符
号
化
表
現
に
つ
い
て
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｘ
〇
二
〇
八
附
属
書
一
に
規
定
す
る
方
式

２

第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｘ
〇
二
〇
一
及
び
Ｘ
〇
二
〇
八
に
規

定
す
る
図
形
文
字
並
び
に
日
本
工
業
規
格
Ｘ
〇
二
一
一
に
規
定
す
る
制
御
文
字
の
う
ち
「
復
帰
」
及
び
「
改
行
」
を
用
い
て

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
貼
り
付
け
る
書
面
）

第
十
六
条

第
十
三
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｘ
六
二
二
一
又
は
Ｘ
六
二
二
三
に
規
定
す
る
ラ
ベ
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ル
領
域
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
貼
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

提
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

二

提
出
年
月
日

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
四
十
七
号
）
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定

の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
五
年
七
月
八
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
発
電
用
核
燃
料
物
質
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
四
十
年
通
商
産
業
省
令
第

六
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
て
い
る
認
可
は
、
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
認
可
と
み
な
す

。
３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
発
電
用
核
燃
料
物
質
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認

可
に
つ
い
て
さ
れ
て
い
る
申
請
は
、
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
に
つ
い
て
さ
れ
た
申
請
と
み
な
す
。

（

）

別
記
様
式

第
十
三
条
関
係
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フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
提
出
票

年
月

日

原
子
力
規
制
委
員
会

殿

氏
名
又
は
名
称
及
び
法
人
に
あ
っ
て
は

そ
の

、

代
表
者
の
氏
名

印

住
所

研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
に
使
用
す
る
燃
料
体
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に

際
し
提
出
す
べ
き
書
類
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
録
し
た
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
を
以
下
の
と
お
り

提
出
い
た
し
ま
す
。

本
票
に
添
付
さ
れ
て
い
る
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
記
録
さ
れ
た
事
項
は

事
実
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん

、
。

１
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
記
録
さ
れ
た
事
項

２
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
と
併
せ
て
提
出
さ
れ
る
書
類

備
考

１
用
紙
の
大
き
さ
は

日
本
工
業
規
格
Ａ
と
す
る
こ
と

4
、

。
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２
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
記
録
さ
れ
た
事
項

の
欄
に
は

フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
記
録
さ
れ
て
い

「

」

、

る
事
項
を
記
載
す
る
と
と
も
に

二
枚
以
上
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
を
提
出
す
る
と
き
は

フ
レ
キ
シ
ブ
ル

、
、

デ
ィ
ス
ク
ご
と
に
整
理
番
号
を
付
し

そ
の
番
号
ご
と
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と

、
。

３
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
と
併
せ
て
提
出
さ
れ
る
書
類

の
欄
に
は

当
該
申
請
の
際
に
本
票
に
添
付
さ
れ

「

」

、

て
い
る
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
以
外
の
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
提
出
す
る
場
合
に

あ
っ
て
は

そ
の
書
類
名
を
記
載
す
る
こ
と

、
。


